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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止における 

工事及び業務に係る契約上の対応について（通知） 

 

 平素から本市建設行政に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、既に契約締結を行った工事及

び測量・調査・設計等の業務（以下「工事等」という。）に関し、下記のとおり対応い

たしますので、希望される場合は、施行担当課に御連絡くださいますようお願いします。 

 

記 

 

工事等の一時中止又は工期若しくは履行期間の延長について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、受注者から工事等の一時中止又は

工期若しくは履行期間の延長の申し出があった場合には、受注者の責めに帰すことがで

きないものとして、受発注者間の協議を行った上で、契約書に基づき工事等の一時中止

又は工期若しくは履行期間の見直しを行うこととしています。 

また、見直しに伴う請負代金額又は業務委託料の変更がある場合は、適切に措置しま

すので、状況に応じて躊躇なく御相談願います。 

 

 

 

 問い合わせ先：交通局事業管理部総務課 ℡ 011-896-2709 


